
○越谷市廃棄物の処理及び再利用に関する規則
平成5年3月31日

規則第31号
越谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)

第1条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び越谷市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるもの
とする。
(定義)

第2条　この規則における用語の意義は、次に定めるもののほか法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下
「省令」という。)及び条例の例による。
(1)　家庭廃棄物　一般廃棄物のうちし尿、粗大ごみ、動物の死体及び事業廃棄物以外のものをいう。
(2)　事業廃棄物　事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(多量の家庭廃棄物の申出)

第3条　土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の家庭廃棄物が1回に搬出する量が10キログラムを超えるとき又は粗大ごみのときは、あらかじめ市長に申し出て、その指示を受けなければならない。
2　前項の規定により土地又は建物の占有者が、市長の指示を受け越谷市リサイクルプラザに運搬するときは、廃棄物処分届出書(家庭系)(第1号様式の1)を市長に提出しなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会の組織)

第4条　条例第7条の廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1名を置く。
2　会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3　会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)

第5条　審議会の会議は、会長が招集する。
2　審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開催することができない。
3　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)

第6条　審議会に、専門委員による専門部会を設置することができる。
2　専門委員は、審議会委員のうちから、市長が任命する。
(庶務)

第7条　審議会の庶務は、環境経済部資源循環推進課において所掌する。
(委任)

第8条　第4条から前条までに規定するもののほか審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(収集又は運搬の禁止の対象等)

第8条の2　条例第9条の2第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1)　市と廃棄物の収集等に係る委託契約を締結している事業者
(2)　市長が資源回収実施団体として認めた団体

2　条例第9条の2第1項の再利用の対象となる物として規則で定めるものは、古紙、びん及び缶とする。
(収集又は運搬の禁止の命令)

第8条の3　条例第9条の2第2項の規定による命令は、命令書(第1号様式の3)により行うものとする。
(市が処理する事業廃棄物の範囲)

第9条　条例第12条第2項の規定により市が運搬することができる事業廃棄物は、1回に搬出する量が10キログラム以内の一般廃棄物とする。
(業者への委託)

第10条　事業者は、その事業廃棄物のうち自ら運搬し、又は処分することができないものについては、条例第12条第2項の規定により市が運搬し、又は処分するものを除き、その処理を一般廃棄物処理業者に委託するものとする。
(事業廃棄物の処分手続き)

第11条　事業者は、事業廃棄物を自ら資源化又は適正に処理できないときは、あらかじめ市長に申し出て、その指示を受けなければならない。
2　前項の規定により事業者が、市長の指示を受け越谷市リサイクルプラザに運搬するときは、廃棄物処分届出書(事業系)(第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。
(手数料の徴収)

第12条　条例第13条第1項の手数料は、2月分若しくは1月分をまとめて、又はそのつど徴収するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2　条例第20条第1項の手数料は、許可申請の際徴収するものとする。
3　第1項の手数料の納期限は、市長が別に定める。
(手数料の減額又は免除)

第13条　条例第13条第3項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(第2号様式)を、市長に提出しなければならない。ただし、天災による場合で特に市長が認めるときは、この限りでな
い。

2　市長は、前項に規定する申請を受けたときは、実情を調査し、その結果を一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)

第14条　条例第14条の規定による申請は、一般廃棄物処理業許可申請書(第4号様式)に必要な書類を添付して行うものとする。
2　前項の規定は、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更に係る許可の申請について準用する。
(浄化槽清掃業の許可申請)

第15条　条例第18条第1項の規定による申請は、浄化槽清掃業許可申請書(第5号様式)に必要な書類を添付して行うものとする。
(許可申請事項の変更等の届出)

第16条　一般廃棄物処理業の許可業者は、次に掲げる事項に変更(法第7条の2第1項の事業の範囲の変更を除く。)が生じたときは、その事実の生じた日から10日以内に許可申請事項変更届(第6号様式)により市長に届け出なければならな
い。
(1)　住所その他省令第2条の6第1項各号に掲げる事項
(2)　前号に掲げるもののほか、第14条第1項に規定する許可申請書及びその添付書類に記載した事項

2　浄化槽清掃業の許可業者は、前条に規定する許可申請書及びその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、その事実の生じた日から30日以内に許可申請事項変更届により市長に届け出なければならない。
3　法第7条の2第4項又は第5項の規定による届出は、一般廃棄物処理業欠格要件該当届出書(第6号様式の2)により行うものとする。
(許可の基準)

第17条　条例第14条又は第18条第1項の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1)　申請者が自ら業務を実施する者であること。
(2)　申請者(法人にあっては、その業務を行う役員)が、法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)又は関係法令に違反し、罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していな
い者に該当しないこと。

(3)　申請者が、法第7条第5項及び第10項又は浄化槽法第36条に規定する基準に適合し、並びに業務を適正かつ確実に実施するために必要な人員、車両、設備、器材、財政的基礎及び能力を有する者であること。
(4)　前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項
(許可証)

第18条　条例第15条第1項の許可証は、一般廃棄物処理業にあっては一般廃棄物処理業許可証(第7号様式)、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証(第8号様式)のとおりとする。
(許可証の譲渡又は貸与の禁止)

第19条　許可業者は、前条の許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付申請)

第20条　条例第15条第2項の規定による申請は、許可証再交付申請書(第9号様式)により行うものとする。
2　前項の場合において、再交付申請の理由が許可証の破損又は汚損であるときは、当該許可証を添付しなければならない。
(業務の休止又は廃止の届け出)

第21条　条例第16条の規定による届出は、業務廃止(休止)届(第10号様式)により行うものとする。
(許可の取り消し等)

第22条　条例第17条及び第19条の規定により許可業者の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(第11号様式)又は業務停止命令書(第12号様式)により行うものとする。
(処理業許可審査会)

第23条　条例第14条又は第18条第1項の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者を審査するため、処理業許可審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2　審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

環境経済部長、建設部長、都市整備部長、環境政策課長、資源循環推進課長、廃棄物指導課長、農業振興課長、道路総務課長、下水道経営課長、都市計画課長、開発指導課長、農業委員会事務局長
3　会長は、環境経済部長をもって充て、会議の議長となる。
4　副会長は、建設部長をもって充てる。
5　審査会は、会長が招集し、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6　審査会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
7　会長は、次に掲げる場合であるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。
(1)　許可申請が更新であって、かつ、当該申請者が許可期間内において法、浄化槽法又は関係法令に違反していない場合
(2)　急を要する場合その他特に会長が認める場合

8　第2項から前項までに定めるもののほか審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(許可証の返還)

第24条　許可業者は、次の各号の一に該当するときは、許可証を市長に返還しなければならない。
(1)　許可の有効期間が満了したとき。
(2)　許可を取り消されたとき。
(3)　業務を廃止したとき。
(実績報告書の提出)

第25条　許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する前月の実績を毎月10日までに、一般廃棄物処理業者にあっては廃棄物処理業務実績報告書(第13号様式の1)又はし尿処理業務実績報告書(第13号様式の
2)により、浄化槽清掃業者にあっては浄化槽清掃業務実績報告書(第14号様式)により市長に報告しなければならない。
(産業廃棄物の範囲)

第26条　市が処理する産業廃棄物は、市長が定めて告示するものとする。
(準用規定)

第27条　第11条、第12条第1項及び第3項並びに第25条の規定は、条例第21条の規定による産業廃棄物の処理について準用する。この場合において「一般廃棄物」又は「事業廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「手数料」とあるのは
「収集、運搬又は処分に要する費用」と、「許可業者」とあるのは「法第14条第1項の規定により産業廃棄物処理業の許可を受けた者で、かつ、その営業区域を越谷市内とする者」と読み替えるものとする。
(告示事項)

第28条　条例第24条の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)　縦覧の場所及び期間
(2)　施設の名称
(3)　施設の設置場所
(4)　施設の種類
(5)　意見書の提出先及び提出期限
(6)　その他市長が必要と認める事項
(越谷市廃棄物処理施設専門委員会の組織)

第29条　条例第17条の2の廃棄物処理施設専門委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。
2　委員長の選任は、委員の互選による。
3　委員長は委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4　委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)

第30条　委員会の会議は、市長の依頼を受け、委員長が招集する。
2　委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3　委員会の会議は、原則公開とする。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、委員会に諮って公開しないことができる。
4　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5　前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
6　委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)

第31条　委員会の庶務は、環境経済部廃棄物指導課において所掌する。
(委任)

第32条　第29条から前条までに規定するもののほか委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(一般廃棄物処理施設の許可証)

第33条　法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の許可をしたとき、又は法第9条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証(第15号様式)を交付するものとする。
(一般廃棄物処理施設の許可証の再交付)

第34条　一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証又は省令第12条の5の規定による許可証の再交付を受けようとする者は、廃棄物処理施設設置(変更)許可証再交付申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
2　前項の場合において、再交付申請の理由が許可証の破損又は汚損であるときは、当該許可証を添付しなければならない。
(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の結果通知)

第35条　市長は、法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をしたときは、当該検査の結果を一般廃棄物処理施設使用前検査結果通知書(第17号様式)により当該検査の申請者に通知するものとする。
(一般廃棄物処理施設の定期検査の結果通知)

第36条　市長は、法第8条の2の2第1項の規定による検査をしたときは、当該検査の結果を一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書(第18号様式)により当該検査の申請者に通知するものとする。
(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の結果通知)

第37条　市長は、法第9条第5項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)又は法第9条の2の3第2項の規定による確認をしたときは、当該確認の結果を一般廃棄物最終処分場廃止確認結果通知書(第19号様式)により当該確認の申請
者に通知するものとする。
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定証)

第38条　市長は、法第9条の2の4第1項の規定により熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定をしたときは、熱回収一般廃棄物処理施設設置者認定証(第20号様式)を交付するものとする。
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出及び設置等に係る確認の通知)

第39条　法第9条の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(第21号様式)によるものとする。
2　法第9条の3第4項ただし書(同条第9項において準用する場合を含む。)の通知は、一般廃棄物処理施設確認通知書(第22号様式)によるものとする。
(産業廃棄物処理業の許可を要しない者の指定)

第40条　省令第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する市長の指定を受けようとする者は、産業廃棄物収集運搬業(処分業)許可不要者指定申請書(第23号様式)を市長に申請しなければならない。
2　前項の指定は、産業廃棄物収集運搬業(処分業)許可不要者指定書(第24号様式)を交付して行うものとする。
(産業廃棄物処理業の許可証の再交付)

第41条　産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者は、その事業に係る許可証の再交付を市長に申請することができる。
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2　前項の規定による申請は、産業廃棄物処理業等許可証再交付申請書(第25号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。この場合において、再交付申請の理由が許可証の破損又は汚損であるときは、当該許可証を添付しな
ければならない。
(産業廃棄物処理業の休止の届出)

第42条　産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者は、その事業の全部又は一部を30日以上休止しようとするときは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄
物)収集運搬業(処分業)休止届出書(第26号様式)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(産業廃棄物処理施設の使用前の検査の結果通知)

第43条　市長は、法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をしたときは、当該検査の結果を産業廃棄物処理施設使用前検査結果通知書(第27号様式)により当該検査の申請者に通知するもの
とする。
(産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置等の届出)

第44条　省令第12条の7の17第2項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(第28号様式)により行わなければならない。
2　前項による届出を受理したときは、受理書(第29号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。
3　省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設変更(廃止)届出書(第30号様式)により行わなければならない。
(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の結果通知)

第45条　市長は、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項又は第15条の3の2第2項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認をしたときは、当該確認の結果を産業廃棄物最終処分場廃止確認結果通知書(第31号様式)に
より当該確認の申請者に通知するものとする。
(登録証明書の再交付)

第46条　登録廃棄物再生事業者は、政令第19条の規定による登録証明書の再交付を市長に申請することができる。
2　前項の規定による申請は、廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書(第32号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。この場合において、再交付申請の理由が登録証明書の破損又は汚損であるときは、当該登録証明書
を添付しなければならない。
(登録廃棄物再生事業者の変更の届出)

第47条　政令第20条の規定による届出は、登録廃棄物再生事業者変更届出書(第33号様式)により行わなければならない。
(登録廃棄物再生事業者の事業場の廃止等の届出)

第48条　政令第21条の規定による届出は、登録廃棄物再生事業者事業場廃止(休止・再開)届出書(第34号様式)により行わなければならない。
(報告の徴収)

第49条　特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)、変更し、又は廃止した日から30日以内に、次に掲げる事
項を記載した特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・廃止)報告書(第35号様式)を市長に提出しなければならない。
(1)　住所及び氏名(法人にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2)　事業場の所在地
(3)　特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名、職名及び資格
(4)　特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、変更又は廃止の年月日及びその事由

2　法第12条第8項に規定する事業場を設置している事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の当該事業場における産業廃棄物の処理に関し、産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理実績報告
書(第36号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期日までに実績報告書を提出することができないと認められる場合は、市長が当該事由を勘案して定める日までに提出しなければなら
ない。
(1)　住所及び氏名(法人にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2)　事業場の所在地
(3)　産業廃棄物処理施設で処分した産業廃棄物の種類及び量並びにその処分方法ごとの処分量

3　産業廃棄物収集運搬業者(積替え又は保管を行う者に限る。)及び産業廃棄物処分業者並びに特別管理産業廃棄物収集運搬業者(積替え又は保管を行う者に限る。)及び特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31
日以前の1年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、当該産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理実績報告書(第37号様式)を
市長に提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(1)　住所及び氏名(法人にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2)　許可の種類、許可の年月日及び許可番号
(3)　委託者の氏名又は名称及び委託者ごとの受託量
(4)　運搬した場合には、運搬先ごとの運搬量並びに当該産業廃棄物を引き渡した者の氏名又は名称及び引渡量
(5)　処分した場合には、処分場所及び処分方法ごとの処分量並びに当該処分により生じた産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の量
(6)　運搬又は処分を他人に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所並びに許可番号並びに受託者ごとの委託の内容及び委託量
(7)　処分により生じた産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分を他人に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所並びに許可番号並びに受託者ごとの委託の内容及び委託量
(8)　産業廃棄物の処理施設で処分した産業廃棄物の種類及び量並びに当該処分により生じた産業廃棄物の種類及び量並びにその処分方法ごとの処分量

4　法第15条の2の5第1項に規定する処理施設を設置している事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の当該処理施設における一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物及び産業廃棄物の種類ごとに、次
に掲げる事項を記載した一般廃棄物及び産業廃棄物処理実績報告書(第38号様式)を市長に提出しなければならない。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
(1)　住所及び氏名(法人にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2)　事業場の所在地
(3)　当該処理施設で処分した一般廃棄物及び産業廃棄物の種類及び量並びに当該処分により生じた一般廃棄物及び産業廃棄物の種類及び量並びにその処分方法ごとの処分量
(事故状況等の届出)

第50条　法第21条の2第1項の規定による届出は、特定処理施設に係る事故状況等届出書(第39号様式)により行わなければならない。
(様式)

第51条　次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)　法第8条第2項の申請書　一般廃棄物処理施設設置許可申請書(第40号様式)
(2)　政令第17条第1項の申請書　廃棄物再生事業者登録申請書(第41号様式)
(3)　政令第19条の登録証明書　廃棄物再生事業者登録証明書(第42号様式)
(4)　省令第4条の4の申請書　一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(第43号様式)
(5)　省令4条の4の2の申請書　一般廃棄物処理施設定期検査申請書(第44号様式)
(6)　省令第4条の17の報告書　特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(第45号様式)
(7)　省令第5条の3第1項の申請書　一般廃棄物処理施設変更許可申請書(第46号様式)
(8)　省令第5条の4の2第1項の届出書　一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(第47号様式)
(9)　省令第5条の5第1項の届出書　一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届出書(第48号様式)
(10)　省令第5条の5の2第1項の申請書　一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(第49号様式)
(11)　省令第5条の5の3の届出書　一般廃棄物処理施設に係る欠格要件該当届出書(第50号様式)
(12)　省令第10条の10の3又は第10条の24の届出書　産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業)欠格要件該当届出書(第51号様式)
(13)　省令第12条の11の3の届出書　産業廃棄物処理施設に係る欠格要件該当届出書(第52号様式)
(14)　省令第5条の5の5第1項の申請書　熱回収一般廃棄物処理施設設置者認定申請書(第53号様式)
(15)　省令第5条の5の10第1項の届出書　熱回収一般廃棄物処理施設休廃止等届出書(第54号様式)
(16)　省令第5条の5の11第1項の報告書　熱回収一般廃棄物処理施設熱回収報告書(第55号様式)
(17)　省令第5条の8の届出書　一般廃棄物処理施設変更届出書(第56号様式)
(18)　省令5条の11第1項の申請書　一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(第57号様式)
(19)　省令5条の12第1項の申請書　合併・分割認可申請書(第58号様式)
(20)　省令第6条第1項の届出書　相続届出書(第59号様式)
(その他)

第52条　この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附　則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附　則(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附　則(平成12年規則第52号)抄

(施行期日)
1　この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附　則(平成12年規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附　則(平成15年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附　則(平成15年規則第73号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。

附　則(平成17年規則第39号)
この規則中第4号様式及び第5号様式の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成17年7月1日から施行する。

附　則(平成19年規則第93号)抄
(施行期日)

1　この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附　則(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附　則(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5号様式(裏)の改正規定は、公布の日から施行する。
附　則(平成23年規則第20号)抄

(施行期日)
1　この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附　則(平成27年規則第99号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附　則(平成28年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式の3の改正規定及び第10号様式から第12号様式までの改正規定(第11号様式及び第12号様式に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

附　則(平成29年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成31年規則第5号)
(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)

2　この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附　則(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。
附　則(令和2年規則第28号)抄

(施行期日)
1　この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附　則(令和2年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。

附　則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

附　則(令和3年規則第9号)抄
(施行期日)

1　この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附　則(令和3年規則第55号)

(施行期日)
1　この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)

2　この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附　則(令和3年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。
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第1号様式の2(第11条関係)

第1号様式の3(第8条の3関係)
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第2号様式(第13条関係)

第3号様式(第13条関係)
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第4号様式(第14条関係)

第5号様式(第15条関係)
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第6号様式(第16条第1項又は第2項関係)

第6号様式の2(第16条関係)
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第7号様式(第18条関係)

第8号様式(第18条関係)
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第9号様式(第20条関係)

第10号様式(第21条関係)
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第11号様式(第22条関係)

第12号様式(第22条関係)
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第13号様式の1(第25条関係)

第13号様式の2(第25条関係)

https://www1.g-reiki.net/koshigaya/reiki_honbun/word/e323FG00019898.rtf
https://www1.g-reiki.net/koshigaya/reiki_honbun/word/e323FG00019899.rtf


第14号様式(第25条関係)

第15号様式(第33条関係)

第16号様式(第34条関係)
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第17号様式(第35条関係)

第18号様式(第36条関係)
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第19号様式(第37条関係)

第20号様式(第38条関係)
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第21号様式(第39条関係)

第22号様式(第39条関係)
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第23号様式(第40条関係)

第24号様式(第40条関係)
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第25号様式(第41条関係)

第26号様式(第42条関係)
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第27号様式(第43条関係)

第28号様式(第44条関係)
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第29号様式(第44条関係)

第30号様式(第44条関係)
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第31号様式(第45条関係)

第32号様式(第46条関係)
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第33号様式(第47条関係)

第34号様式(第48条関係)
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第35号様式(第49条関係)

第36号様式(第49条関係)
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第37号様式(第49条関係)

第38号様式(第49条関係)

https://www1.g-reiki.net/koshigaya/reiki_honbun/word/e323FG00019913.rtf
https://www1.g-reiki.net/koshigaya/reiki_honbun/word/e323FG00019914.rtf


第39号様式(第50条関係)

第40号様式(第51条関係)
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第41号様式(第51条関係)
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第42号様式(第51条関係)

第43号様式(第51条関係)
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第44号様式(第51条関係)

第45号様式(第51条関係)
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第46号様式(第51条関係)
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第47号様式(第51条関係)
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第48号様式(第51条関係)

第49号様式(第51条関係)
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第50号様式(第51条関係)

第51号様式(第51条関係)
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第52号様式(第51条関係)

第53号様式(第51条関係)
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第54号様式(第51条関係)

第55号様式(第51条関係)
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第56号様式(第51条関係)

第57号様式(第51条関係)
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第58号様式(第51条関係)
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第59号様式(第51条関係)
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